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関係各位 

新潟県福祉保健部福祉保健総務課長 

 

 

フードバンクへの食品等寄付のお願い 

 

平素より県政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

県では、生活に困窮する世帯等に対する食料支援を支えるため、フードバンク活動を

行う団体に対して、設備整備の補助等の支援を行っております。 

現在、食料品を含む物価高騰等の影響により、生活困窮世帯等に対する食料支援の必

要性が高まっている一方、食料支援に大きな役割を果たしているフードバンクにおいて

は、増加する支援要請に対して食品や活動費が不足している状況があります。 

 

つきましては、貴社（貴団体）におかれましても、在庫食品や規格外食品等の県内フ

ードバンクへの寄付を積極的にご検討いただけますと幸いです。 

 

寄付の方法は、別添のリーフレットに掲載しております。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健部福祉保健総務課 地域福祉担当 

TEL:025-280-5175 

FAX:025-283-3466 

 

 

 

 

 

 



（参考） 

＜寄付を受け付けている品目の例＞ 

 食品  消費期限まで１カ月以上あり、常温保存が可能な未開封品 

米・餅、レトルト食品、インスタント食品、缶詰・瓶詰、乾麺・海苔、調味料・食用

油、菓子類、飲料（酒は除く）、野菜・果物など 

※上記以外に、生鮮食品や冷凍食品のほか、消費期限が１カ月より短い食品について

も受付可能な場合があります。詳細は新潟県フードバンク推進協議会にご相談くだ

さい。 

 https://niigata-fblc.org/ 

 
 

 食品以外  マスクや消毒液、生理用品などの衛生用品 

 

 ※食品、衛生用品のほか、寄付金も募集しております。 

 

 

 

 

https://niigata-fblc.org/





